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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月17日(2020.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有するチタン含有ゼオライト材料を（ｉｉ．２）によ
る前記水性懸濁液の前記液相から分離することが、前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有す
るチタン含有ゼオライト材料を、好ましくは１００～２５０℃の範囲の、好ましくは１１
０～２００℃の範囲の、より好ましくは１２０～１６０℃の範囲のガス雰囲気の温度のガ
ス雰囲気中で、乾燥することを含み、さらに、前記乾燥した酸処理された骨格型ＭＷＷを
有するチタン含有ゼオライト材料をか焼すること、好ましくは前記乾燥した酸処理された
骨格型ＭＷＷを有するチタン含有ゼオライト材料を４００～８００℃の範囲の、より好ま
しくは５００～７５０℃の範囲の、より好ましくは６００～７００℃の範囲のガス雰囲気
の温度のガス雰囲気中でか焼することを含む、請求項２から６のいずれか一項に記載の使
用方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　前記プロセスが、
　（ｉｉｉ）　（ｉｉ）による前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有するチタン含有ゼオラ
イト材料に亜鉛を組み込む工程をさらに含み、



(2) JP 2020-502304 A5 2021.2.4

　（ｉｉｉ）において、前記亜鉛の組み込みが、好ましくは、
　　（ｉｉｉ．１）　水及び溶解した亜鉛塩を含む水性液相、並びに、前記酸処理された
骨格型ＭＷＷを有するチタン含有ゼオライト材料を含む水性懸濁液を製造することと；
　　（ｉｉｉ．２）　（ｉｉｉ．１）による前記水性懸濁液を加熱することと；
　　（ｉｉｉ．３）　前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有し、かつ亜鉛を含むチタン含有
ゼオライト材料を（ｉｉｉ．２）による前記水性懸濁液の前記液相から分離することとを
含み；
　（ｉｉｉ．１）による前記水性懸濁液において、元素亜鉛として計算された前記溶解し
た亜鉛塩の、前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有するチタン含有ゼオライト材料に対する
質量比が、０．０１：１～０．２：１の範囲、好ましくは０．０２：１～０．１：１の範
囲、より好ましくは０．０４：１～０．０６：１の範囲にあり；
　（ｉｉｉ．２）において、（ｉｉｉ．１）による前記水性懸濁液を、６５～１３５℃の
範囲の、好ましくは７５～１２５℃の範囲の、より好ましくは８５～１１５℃の範囲の前
記懸濁液の温度に加熱し；
　前記酸処理された骨格型ＭＷＷを有し、かつ亜鉛を含むチタン含有ゼオライト材料を（
ｉｉｉ．２）による前記水性懸濁液の前記液相から分離することが、前記酸処理された骨
格型ＭＷＷを有し、かつ亜鉛を含むチタン含有ゼオライト材料を、好ましくは１００～３
００℃の範囲の、好ましくは１５０～２７５℃の範囲の、より好ましくは２００～２５０
℃の範囲の前記ガス雰囲気の温度でのガス雰囲気中で、乾燥することを含み、さらに、前
記酸処理された骨格型ＭＷＷを有し、かつ亜鉛を含むチタン含有ゼオライト材料をか焼す
ること、好ましくは前記乾燥した酸処理された骨格型ＭＷＷを有し、且つ亜鉛を含むチタ
ン含有ゼオライト材料を、好ましくは５００～７２５℃の範囲の、より好ましくは６００
～７００℃の範囲の、より好ましくは６２５～６５７℃の範囲のガス雰囲気の温度のガス
雰囲気中でか焼することを含む、請求項２から７のいずれか一項に記載の使用方法。
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